
合格証明書発⾏申請マニュアル（合格者用）

このたびは、合格おめでとうございます。
特定技能ビザの申請に必要な「合格証明書」の交付は、合格者と採⽤企業の双⽅の申請によって⾏われます。
当マニュアルでは、申請の手順を記載いたします。

➡全体の流れは、当マニュアルのP.2「宿泊業技能測定試験 合格証明書の交付の流れ」をご覧ください。

手順1 日本の宿泊業の求人に応募し、選考を受けてください。

手順2 内定を獲得し、入社の意志を決定してください。

手順3 合格証明書の交付申請に必要な情報を、入社予定の法人とやりとりしてください。

■入社予定の法人からあなたがもらうべき情報
(1)法人番号 (2)法人名

■あなたが入社予定の法人へ提出すべき情報
(1)合格した試験の受験番号 (2)名前（ローマ字／フルネーム）

【注意】
以下の情報が、受験から申請までの間に変更になっている場合は、

申請前に宿泊業技能試験センターまでご連絡ください。

 名前  国籍 公的身分証明書番号

▼合格証明書交付に関しての連絡先▼
一般社団法人 宿泊業技能試験センター orderex@caipt.or.jp

TEL︓03-6265-4641 【電話受付時間】平日9:00〜17:30（土日祝は営業時間外です）

手順4 合格証明書申請フォーム（合格者⽤）に必要な情報を入⼒して送信してください。

申請フォームは、マイページにログインして最初
に表示されるページ（右図）からアクセスでき
ます。

送信された内容に不備がある場合は、メール
にて再入⼒のお知らせをいたします。

▼不備があると判断される例
・当センターが保管している合格者情報と、
申請情報が合致しない

・合格者からの申請情報と、入社予定の法人
からの申請情報が合致しない

合格者が⾏う手順は以上です。
申請が承認された場合は、入社予定企業の日本国内にある事務所へ合格証明書が郵送されます。
合格証明書交付以降の手続きについては、出入国在留管理庁にお問い合わせください。
●特定技能ビザを取得後、転職をする際に合格証明書が必要な場合は、申請⽅法が異なります。宿泊業技能試験センターまでお問い合わせください。



採用企業（宿泊業）合格者（あなた）

宿泊業技能測定試験 合格証明書の交付の流れ
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3.申請に必要な情報を
交換します

合格証明書は、入社予定企業の
日本国内にある事務所へ郵送します

合格証明書交付手数料は
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申請には、以下の情報が必要です。
1.あなたの合格した受験番号
2.おなたのお名前
3.あなたのメールアドレス
4.入社予定企業の法人番号
5.入社予定企業の法人名

申請に必要な情報

申請に必要な情報



合格した試験の受験番号を入⼒してください

あなたの名前（フルネーム）を
ローマ字で入⼒してください ※1

当センターからのお知らせを受け取れる
メールアドレスを入⼒してください ※2

確認のため、同じメールアドレスを
もう一度入⼒してください

入社予定の法人から「法人番号」を
教えてもらい、入⼒してください

入社予定の法人名を入⼒してください

送信完了メッセージが表示されたら
送信成功です。送信内容を記載した
確認メールが自動送信れますので

ご確認ください。

合格証明書申請フォームの入⼒のしかた

以下の図を参考に、必要な情報を入⼒してください。
「法人番号」、「法人名」は、入社予定企業の担当者から正しい情報を聞いて入⼒してください。

※1 結婚等の理由により、合格した試験の受験票に記載されている名前と現在の名前が違う場合は、この申請フォームに入⼒を
する前に、宿泊業技能試験センターまでお問い合わせください。登録データの修正を⾏います。

※2 現在有効なメールアドレスを入⼒してください。受験時に登録したメールアドレスと違うメールアドレスでも問題ありません。


